
ソフトピアジャパン建築協定書  

 

 

 （目的）  

第１条  この協定は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６９条及びこれに基づ

く大垣市建築条例（平成５年６月３０日条例第１９号）第２条の規定に基づき、第４条に

定める建築協定区域（以下「協定区域」という。）における建築物の敷地、位置、形態、

意匠及び建築設備に関する基準を定め、情報業務団地としての利便を高度に増進すること

を目的とする。  

 

 （定義）  

第２条  この協定における用語の意義は、建築基準法及び建築基準法施行令（昭和２５年

制令第３３８号）に定めるところによる。  

 

 （協定の締結）  

第３条  この協定は、協定区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又

は賃借権を有する者（以下「土地の所有者等」という。）の全員の合意により締結する。 

 

 （協定区域）  

第４条 この協定の目的となる土地の区域は、別図に表示する区域とする。  

 

 （建築物に関する基準）  

第５条  協定区域内の建築物の敷地、位置、形態、意匠及び建築設備は次の各号に定める

基準によらなければならない。  

（１）  建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、５０％以下とし、緑化空間など十

分なオープンスペースを確保しなければならない。  

（２）  建築物の壁面、柱面又はこれに代わるものの位置は、道路境界線から３ｍ以上、

隣地境界線から１．５ｍ以上後退しなければならない。  

（３）  建築に際しては、建築設備を屋上又は建築物の周囲に設置する場合は、隠ぺいす

るなど建物の形態又は意匠について、周囲の環境との調和に十分配慮しなければなら

ない。  

（４） 門扉、柵及び塀については、設置しない。  

（５）  敷地境界については、植樹、生垣設置等を積極的に行うことにより、良好な環境

形成に努めるものとする。  

（６）  建築物の屋上又は外壁面には、広告物の設置及び掲示を行わない。ただし、情報

業務団地としての利便を増進するうえで必要があると認められる社名表示等の必要

な表示については、この限りでない。  

 

 （運営委員会）  

第６条  この協定の運営のため、ソフトピアジャパン建築協定委員会（以下「委員会」と



いう。）を設置する。  

２ 委員会は、協定区域内の土地の所有者等の全員で組織する。  

 

 （役員）  

第７条 委員会に委員長、副委員長を置く。  

２ 委員長、副委員長は委員の互選とする。  

３ 委員長は、委員会を代表し、この協定の運営事務を総理する。  

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は事故があるときは、その事務

を代理する。  

 

 （委任）  

第８条 前２条に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。  

 

 （報告義務）  

第９条  土地の所有者等は、建築物の建築に当たっては、その行為以前に委員会に計画の

内容を報告しなければならない。  

 

 （違反者の措置）  

第１０条 委員長は、この協定に違反した者（以下「違反者」という。）があったときは、

違反者に対し、委員会の決定に基づき工事施工停止を請求し、かつ文書をもって相当の猶

予期間を付して当該行為を是正するために必要な措置をとることを請求しなければなら

ない。  

２ 違反者は、前項の請求があった場合においては、これに従わなければならない。  

 

 （裁判所への提訴）  

第１１条 委員長は、違反者が前条第１項の請求に従わないときは、委員会の決定に基づ

き、その強制履行又は違反者の費用をもって第三者にこれをなさしめることを裁判所に請

求することができる。  

２ 前項の提訴手続きに要する費用は、違反者の負担とする。  

 

 （土地の所有者等の届出）  

第１２条 土地所有者等は、所有権及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権及び

使用貸借権を移転するときは、あらかじめ、その旨を委員長に届け出なければならない。 

 

 （協定の変更）  

第１３条 土地所有者等は、協定区域、建築物に関する基準、有効期間又は違反者に対す

る措置を変更しようとする場合は、その全員の合意をもってその旨を定め、これを知事に

申請してその認可を受けなければならない。 

 

 



 （協定の廃止）  

第１４条 土地所有者等は、この協定を廃止しようとする場合は、その過半数の合意をも

ってその旨を定め、これを知事に申請してその認可を受けなければならない。  

 

 （効力の継承）  

第１５条 この協定は、知事の認可公告のあった日以後において土地の所有者等となった

者に対しても、その効力があるものとする。  

 

 （有効期間）  

第１６条 この協定の有効期間は、知事の認可公告のあった日から満１０年間とする。た

だし、有効期間満了の６ヶ月前までに土地の所有者等の過半数の廃止申出がない限り更に

１０年延長するものとし、その後も同様とする。  

２ この協定の有効期間内にした行為に対する第１０条及び第１１条の適用については、

なお従前の例による。  

 

   附 則  

 この協定は、建築基準法第７６条の３第４項の規定に基づき、当該建築協定区域内の土

地に２以上の土地の所有者が存することとなった時から効力を発する。  

 


